
ブロック塀除去と生け垣設置の 
助成制度をご利用ください 総務課 
　地震時のブロック塀倒壊による事故を防止する
とともに、町内の緑化を推進するため、道路に面し
たブロック塀を取り壊したり、新しく生け垣を造られ
る方に助成を行っています。 

【問合先】総務課 

ブロック塀などの除去 生け垣の設置 

個人の住宅・事業所
の敷地内で道路に面
した部分 
・高さ0.65m以上、幅
0.20m以上、延長
3.00m以上で、生け
垣に適した樹木 

標準事業費 
1m当たり 7,800円 
補助率 3/10 
限度額 100,000円 

標準事業費 
1m当たり 3,600円 
補助率 3/10 
限度額 40,000円 

個人の住宅・事業所
の敷地内に設置され
たブロック塀などで道
路に面した部分 
・地盤高0.65m以下
の高さまで除去 

 

補助額 

 
 
 

条　件 

子育てサロン 
「マジックショー」開催 

子育て支援センター 

　町では、皆さんの子育てをサポートするために、
乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護
者交流の場として子育てサロンを開催します。 
　今回は、マジックショーです。親子でいろいろなマ
ジックを見て楽しみませんか。皆さんお誘い合わせ
のうえ遊びに来てください。 
　なお、育児相談もあわせて行いますので、相談さ
れる方は母子手帳をお持ちください。 
【日　時】６月１０日（水） 午前１０時～１１時 
【場　所】第一保育所 
【対象者】乳幼児と保護者 
【問合先】子育て支援センター 

館蔵品展開催　藤掛中洲水没遺跡 
歴史民俗資料館 

　町内在住者から寄贈された藤掛中洲水没遺跡
の土器や土器片、土器片を繋ぎ合せ復元した壷な
どを展示します。 
　藤掛中洲水没遺跡とは、昭和４６年木曽川の中
洲（田代）から、弥生式土器が発見されたことから
笠松にも弥生式遺跡があるのではないかと注目され、
出土品から、縄文時代から江戸時代までの複合遺
跡といわれています。 
【会期・時間】６月１６日（火）～７月５日（日） 

午前９時～午後５時 
【休館日】月曜日 
【入館料】無料 

アンサーバック電話番号の 
お知らせ 総務課 

　防災行政無線が聞き取れなかった時は388-
4930 または 388-4931に電話すると、過去4
件分の放送を確認することができます。 

第３１回　少年の主張大会開催 
町青少年育成町民会議 

【日　　時】６月１４日（日） 午前９時３０分～ 
【場　　所】中央公民館３階大ホール 
【発 表 者】小・中学生 
【発表内容】未来への夢や希望、家庭・学校生活・

地域活動の中で、日ごろ考えたり実践
したりしていること 

【主　　催】笠松町青少年育成町民会議　青少
年教育部会 

銃刀法が改正されました 

　銃刀法が改正され、刃渡り５.５cm以上の剣（両
側に刃がついた刃物）が所持禁止となります。所
持している方は７月４日までに処分してください。 
【問合先】岐阜羽島警察署　1３８７-０１１０ 

岐阜羽島警察署 
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